
健全化判断基準 財政健全化判断比率 早期健全化判断基準

①実質赤字比率 － 15.0%

②連結実質赤字比率 － 20.0%

③実質公債費比率 10.8% 25.0%

④将来費負担比率 0.1% 350.0%

特別会計の名称 資金不足比率 経営健全化基準

国民健康保険病院事業会計 － 20.0%

簡易水道事業会計 － 20.0%

電気事業会計 － 20.0%

平成２５年度椎葉村公営企業会計における資金不足比率について

平成２５年度椎葉村財政健全化判断比率について

※上記すべての公営企業会計において資金不足はありませんでした。

※①と②は実質収支が黒字であったため、該当しませんでした。


